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   新型コロナウイルス感染症に係る感染予防対策の徹底について（依頼） 

日頃より、町高齢者福祉行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けては、官民一体となって取組を

進めておりますが、県内においても高齢者施設等においてクラスターが発生するな

ど拡大傾向となっています。 

また、７月２７日には菊池保健所管内においても感染事例が発生し、大津町にお

いてもいつ発生してもおかしくない状況に押し迫ってきています。 

貴法人におかれましては、施設、事業所内の感染予防対策はもとより、ウイルスを

持ち込まないよう職員の皆様の日頃からの対策も徹底されていることと存じます。 

感染予防対策を継続していくことは、経費的にも精神的にも大変負担を強いるも

のであると認識しておりますが、高齢者の健康を守るためにも、貴法人のご協力は

必要不可欠でございますので、今後も引き続き感染予防対策の徹底を行っていただ

きますよう何卒お願い申し上げます。 

複数の事業所を運営されている法人におかれましては、職員の事業所間の移動の

見直しを行う、入所施設におかれましてはあらかじめ施設内のゾーニングを行うな

どの貴法人の個別性に応じた有効な感染予防対策を行っていただき、万が一感染事

例が発生した場合でも最小限の感染で抑えられるよう工夫をお願いします。人員基

準を伴う検討にあたっては、町ホームページに掲載しております「介護サービス事

業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」をご参照いただき、ご不明な点は町

介護保険係又は各指定権者（熊本県等）にお問い合わせください。 

なお、感染予防対策の経費について県及び町において補助金等の用意を進めてお

ります。町の補助金につきましては、県の補助金の上乗せ支援としてご活用いただ

けるものとして、８月からの施行を目指し準備を進めております。申請まではお時

間をいただきますが、補助対象は令和２年４月１日以降の購入分となりますので、

買い控えなく早めにご購入いただき、感染予防対策の強化をお願いします。 

補助金の概要については参考として別紙のとおりお知らせしますが、補助金額に

ついては、補助要項が未施行ですので確定ではなく、多少の増減が起こりうること

を申し添えます。 

 

 

 

 

 

（問い合わせ） 

大津町介護保険課 介護保険係  

TEL：096-293-3511 FAX：096-293-0474 

※町ホームページ「新型コロナ感染症に関するお知らせ」の中に『高齢者福祉施設の

皆さまへ』のページを設けています。ご活用いただきますようご案内します。 


